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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本ゴム工業会（JRMA）及び

一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があ

り，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS K 6451 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS K 6451-1 第 1 部：デュマ法 

JIS K 6451-2 第 2 部：ケルダール法 
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日本工業規格          JIS 
 K 6451-2：2016 
 

合成ゴム－NBR－ 

結合アクリロニトリル量の求め方－ 

第 2 部：ケルダール法 

Rubber, raw-Determination of bound acrylonitrile content in 

acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)-Part 2: Kjeldahl method 

 
序文 

この規格は，2008 年に第 1 版として発行された ISO 24698-2 を基とし，技術的内容を変更して作成した

日本工業規格である。 

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，対応国際規格を変更している事項である。変更の一

覧表にその説明を付けて，附属書 JB に示す。 

 

1 適用範囲 

この規格は，ケルダール法による自動分析装置を用いて，合成ゴム NBR（アクリロニトリルとブタジエ

ンとのゴム状共重合体。以下，NBR という。）の結合アクリロニトリル量を求める方法について規定する。

また，XNBR（カルボキシル化されたアクリロニトリルとブタジエンとのゴム状共重合体）並びに NBIR

（アクリロニトリル，ブタジエン及びイソプレンのゴム状共重合体）にも適用できる。 

注記 1 この規格群の第 1 部と第 2 部とを用いて同じ試料を測定しても，同じ結果が得られるとは限

らない。 

注記 2 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を，次に示す。 

ISO 24698-2:2008 ， Rubber, raw － Determination of bound acrylonitrile content in 

acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)－Part 2: Kjeldahl method（MOD） 

なお，対応の程度を表す記号“MOD”は，ISO/IEC Guide 21-1 に基づき，“修正している”

ことを示す。 

警告 この規格の利用者は，通常の実験室の作業に精通していることを前提とする。この規格は，そ

の使用に関して起こる全ての安全上の問題を取り扱おうとするものではない。この規格の利用

者は，各自の責任において安全及び健康に対する適切な措置をとらなければならない。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS K 6229 ゴム－溶剤抽出物の求め方（定量） 

注記 対応国際規格：ISO 1407，Rubber－Determination of solvent extract（MOD） 


